
 

 

 

 

 

 

御前崎市役所西館空調機器賃貸借 

公募型プロ ポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８ 年６ 月１ 日 

御前崎市財政課 

 

 

 

 



１ ． 趣旨 

本実施要領は、「 御前崎市役所西館空調機器賃貸借」（ 以下、「 本事業」 と いう 。） の選定事業

者（ 以下、「 賃貸人」 と いう 。） を公募型プロ ポーザル方式によ り 選定する ために必要な事項を

定める も のである 。  

 

２ ． 業務概要  

（ １ ） 事業名 

令和８ ～18 年度 庁舎維持管理事業（ 債務負担行為） 御前崎市役所西館空調機器賃貸借 

（ ２ ） 目的 

西館の空調機器は令和７ 年１ 月に１ 階の一部が故障し 、 使用不可と なった。 修理が不能であ

る と 判明し たため、 機器の更新をし た。  

その後、 令和７ 年７ 月に３ 階の一部が故障し 、 一時的に使用不可と なったが、 緊急修繕によ

り 復旧し た。  

老朽化によ る 故障が相次ぎ、 機器の根本的な更新が必要である ため本業務を実施する も ので

ある 。  

（ ３ ） 事業方式 

本事業の事業方式は、 メ ンテナンス 付リ ース 方式と する 。  

（ ４ ） 事業場所 

 御前崎市役所西館（ 静岡県御前崎市池新田 5585）  

（ ５ ） 事業期間 

ア． 準備期間 

本事業の準備期間は、 市（ 以下、「 賃借人」 と いう 。） と 賃貸人の間で締結する 契約書の締結

日の翌日から 令和８ 年 12 月 11 日ま でと する 。 ただし 、 令和８ 年 11 月 30 日から 試運転が開

始でき る よ う に改修を完了する こ と 。  

イ ． 賃貸借期間 

本事業の賃貸借期間は、 令和８ 年 12 月 12 日から 令和 18 年 12 月 11 日ま での 10 年間と す

る 。  

（ ６ ） 業務内容 

本事業にて賃貸人が実施する 業務内容は、 以下のと おり と する 。  

ア． 空調機器改修業務 

イ ． 維持管理業務 

ウ ． 所有権移転業務 

（ ７ ） 予算規模 

総額 158, 400, 000 円（ 消費税額及び地方消費税額を含む）  

※予算規模の上限を超える 場合は失格と なる 。 なお、 本実施要領や別紙「 御前崎市役所西館空

調機器賃貸借仕様書」 に記載さ れた内容と 契約内容に相違がある 場合は、予算規模を減額す

る こ と がある 。  

 

３ ． 参加資格  

本事業に参加する 者は公募開始から 契約日ま でにおいて、 次の要件を全て満たす者と する 。   

（ １ ） 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の 4 の規定に該当し ないこ と 。  



（ ２ ） 会社更生法（ 平成 14 年法律第 154 号） に基づく 更正の手続き 又は民事再生法（ 平成 11 年

法律第 225 号） に基づく 再生の手続き の申立てがなさ れていないこ と 。  

（ ３ ） 御前崎市工事請負契約等に係る 入札参加停止等措置要綱（ 平成 16 年御前崎市告示第 76

号） に基づく 入札参加資格停止措置を受けていないこ と 。  

（ ４ ） 御前崎市暴力団排除条例（ 平成 24 年御前崎市条例第２ 号） に基づく 入札参加排除措置を

受けていないこ と 。  

 

４ ． 全体ス ケジュ ール 

公
募 

日程 内容 

（ １ ）  令和８ 年６ 月１ 日 公募開始 
 

現

地

見

学 日程 内容 

（ １ ）  令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 18 日 現地見学申込受付期間 

（ ２ ）  令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 19 日 現地見学期間（ 土日祝日は除く ）  
 

参
加
資
格
審
査 

䥹
第
一
次
審
査
䥺 

日程 内容 

（ １ ）  令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 19 日 質疑受付期間（ 公募に関する 内容）  

（ ２ ）  令和８ 年６ 月 22 日ま で 質疑回答（ 公募に関する 内容）  

（ ３ ）  令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 23 日 提案意向申出書受付期間 

（ ４ ）  令和８ 年６ 月 24 日 参加資格審査結果通知 
 

書
類
審
査 

䥹
第
二
次
審
査
䥺 

日程 内容 

（ １ ）  令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 22 日 質疑受付期間（ 業務提案に関する 内容）  

（ ２ ）  令和８ 年６ 月 24 日ま で 質疑回答（ 業務提案に関する 内容）  

（ ３ ）  令和８ 年６ 月 23 日～７ 月３ 日 
プロ ポーザル提案書等※ 

見積書受付期間 

（ ４ ）  令和８ 年７ 月 10 日 プロ ポーザル審査結果通知 

（ ５ ）  令和８ 年７ 月 13 日以降 契約締結 

※提案内容についてヒ アリ ングを実施する 場合がある 。  

 

５ ． 実施要領等の配布（ 様式、 資料）  

（ １ ） 実施要領（ 別表「 審査基準表」 を含む。）  

（ ２ ） 仕様書 

（ ３ ） 質疑書 

（ ４ ） 現地見学参加申込書 

（ ５ ） 提案意向申出書（ 様式第１ 号）  

（ ６ ） プロ ポーザル提案書等（ 様式第５ 号） 及び添付書類１ ～８  

（ ７ ） 見積書 

（ ８ ） 辞退届 

（ ９ ） 配置図、 平面図、 立面図、 空調配管図（ 参考） ※ 

※過去に実施し た空調設備更新工事の図面である 。 西館に設置する 空調機器全てが図示さ れて



いない場合があり ま すので、 現地を確認し た上でプロ ポーザルに参加する こ と 。  

 

６ ． 現地見学の開催 

本事業に参加する 者を対象に、 現地見学を実施する 。 現地見学の手続き 及び留意事項等の詳

細は本実施要領の「 13. 現地見学について」 を確認する こ と 。  

 

７ ． 質疑回答事項 

本実施要領、 仕様書等の内容に不明な点がある 場合は、 質疑書を提出する こ と 。  

（ １ ） 受付期間 

公募に関する 内容     令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 19 日 

業務提案に関する 内容   令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 22 日 

（ ２ ） 質疑書提出先、 提出方法 

「 12. 担当窓口」 に記載のある メ ールアド レス に電子メ ールによ り 提出する こ と 。  

（ ３ ） 回答日 

公募に関する 内容     令和８ 年６ 月 22 日ま で 

業務提案に関する 内容   令和８ 年６ 月 24 日ま で 

（ ４ ） 回答方法 

質疑に対する 回答は、 質疑書を提出し た者に対し 、 電子メ ールにて回答する 。 併せてホー

ムページ上で公表する 。  

 

８ ． 参加書類の提出について 

（ １ ） 提出書類・ 提出日 

次に掲げる ア～ウ の書類を持参又は郵送にて提出する こ と 。  

ア． 提案意向申出書（ 様式第１ 号）     令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 23 日ま でに提出 

イ ． プロ ポーザル提案書等（ 様式第５ 号）  令和８ 年６ 月 23 日～７ 月３ 日ま でに提出 

・ 様式ごと にイ ンデッ ク ス をつける こ と 。  

・ プロ ポーザル提案書等は、 １ 部ずつフ ァ イ ルに綴じ る こ と 。（ ファ イ ルの表紙及び背表

紙に正本又は副本の別を記載する と と も に、副本については部ごと に整理番号をつける

こ と 。 ま た、 会社名は記載し ないこ と 。）  

・ 文字の大き さ は 10 ポイ ント 以上と し 、 カラ ー刷り 、 写真、 図等の挿入は可と する 。  

・ 日本語で作成し た上、 ページ番号を付する こ と 。  

・ 提出後の記載内容の変更及び差替えは不可と する 。  

ウ . 見積書                 令和８ 年６ 月 23 日～７ 月３ 日ま でに提出 

（ ２ ） 提出部数 

 正本 副本 計 

提案意向申出書 １ 部  １ 部 

プロ ポーザル提案書等 １ 部 ５ 部 ６ 部 

見積書 １ 部  １ 部 

※副本は複写可と する 。  

 



（ ３ ） 提出先  

「 12. 担当窓口」 のと おり と する 。  

（ ４ ） 提出書類の取扱い 

ア． 提出さ れた書類は返却し ない。 ま た、 書類は無断で本事業の選定以外に使用し ない。  

イ ． 提出さ れた書類は、 プロ ポーザル書類審査のために複製する こ と がある 。  

ウ ． 提出内容に含ま れる 特許権、 実用新案権、 意匠権及び商標権等、 日本国の法令に 

基づいて保護さ れる 第三者の権利の対象と なっている 工事材料、 施工法等を使用 

する こ と によ り 生ずる 責任は、 原則と し て賃貸人が負う 。  

エ． プロ ポーザル提案書等の内容は、 確実に履行する こ と 。 プロ ポーザル提案書等の内容を

履行でき ない場合は賃借人と 協議し 同等の対応をする こ と 。なお、プロ ポーザル提案書

等の履行状況が悪質と 認めら れる 場合は契約を解除し 、賃貸人に対し 損害賠償の請求を

行う こ と がある 。  

オ． プロ ポーザル提案書等の提出は、 １ 者につき １ 案と する 。  

（ ５ ） 法令等の遵守  

プロ ポーザル提案書等の内容は、 事前に関係法令等を確認する こ と 。 なお、 契約後、 業務実

施時における 法令適合のリ ス ク は賃貸人に属する こ と と する 。  

（ ６ ） 失格事項 

次のいずれかに該当する 場合は、 失格になる 。  

ア． 提出方法、 提出場所、 提出期限に適合し ないも の。  

イ ． 記載すべき 事項の全部が記載さ れていないも の。  

ウ ． 審査結果に影響を与える 工作等、 不正な行為が行われたも の。  

エ． 参加資格を満たさ ないこ と が判明し たと き 。  

オ． 予定金額の上限を超える と き 。  

カ． 参加意思表明書の提出後、 契約締結日ま での手続き 期間中に指名停止と なったと  

き 。 ただし 、 その期間中に指名停止が解除さ れた場合は除く 。  

キ． その他、 プロ ポーザル提案書等の提出に際し て不正な行為があったと き 又は本実施要 

領に定める 手続き によ ら なかったと き 。  

（ ７ ） 辞退の方法  

参加意思表明書を提出し た後に辞退する と き は、 令和８ 年７ 月３ 日ま でに辞退届を郵送又

は直接「 12. 担当窓口」 に提出する こ と 。 こ の場合において、 参加の辞退は撤回する こ と がで

き ない。  

 

９ ． 審査及び審査項目  

（ １ ） 参加資格審査（ 第一次審査）  

提出さ れた参加意思表明書を確認し 、 参加資格要件を有し ている か審査する 。  

（ ２ ） 書類審査（ 第二次審査）  

提出さ れたプロ ポーザル提案書等によ り 審査する 。  

（ ３ ） 審査及び選定 

審査は、提出さ れたプロ ポーザル提案書等及びそれに関する 質疑内容等について、 別表「 審

査基準表」 に基づき 評価を行い、最も 評価点の高かった者を選定事業者と し て選定する 。審査



は提出さ れたプロ ポーザル提案書等に基づき 行う も のと し 、 追加提案や追加資料の提出は認

めない。  

ま た、 書類審査に進んだ本事業に参加する 者が１ 者であった場合には、 別表「 評価基準」 に

おける 価格の配点を除いた評価の点数が 180 点を満点と し 、 その満点の 60％以上の評価点が

あれば、 賃貸人と し て選定する 。  

（ ４ ） 結果の公表 

書類審査（ 第二次審査） は、 決定後速やかに文書にて通知する 。 ま た、 本プロ ポーザル完了

後に、 市ホームページ上にて賃貸人及び次点者の審査結果を公表する 。 なお、 選考の理由、 結

果に対する 問い合わせ、 異議等については一切応じ ない。  

 

10． 契約手続き について 

賃貸人と 業務内容について協議の上、 プロ ポーザル提案書等を踏ま えた特記仕様書を作成し 、

協議が整った後、 速やかに契約を締結する 。 なお、 協議が整わない場合は、 次点者と 同様の協議

を行う こ と がある 。  

 

11． その他 

（ １ ） 費用負担について 

提出書類等の作成に必要と なる 費用は、 本事業に参加する 者が負担する 。  

（ ２ ） 参加辞退について 

プロ ポーザル参加を辞退し た場合は、こ れを理由に今後、本市の入札参加等で不利益な取り

扱いをする こ と はない。  

 

12． 担当窓口 

部署名 御前崎市総務部財政課 

担当 資産経営係 藤本・ 鈴木・ 坂口 

住所 〒437-1692 静岡県御前崎市池新田 5585 

電話 0537-85-1112 

電子メ ール zai sei @ci t y. omaezaki . shi zuoka. j p 

 

13. 現地見学について 

（ １ ） 対象 

御前崎市役所西館 （ 静岡県御前崎市池新田 5585）  

（ ２ ） 日程 

令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 19 日の間で本事業に参加する 者と 調整する 。  

（ ３ ） 現地見学の申込み  

ア． 現地見学参加申込書によ り 、 電子メ ール（ ファ イ ル添付） にて申込 

みを行う こ と 。 提出先は「 12. 担当窓口」 に記載のある メ ールアド レス と する 。  

イ ． 申込み期間は令和８ 年６ 月１ 日～６ 月 18 日ま でと する 。  

ウ ． 現地見学の詳細な日時等は電子メ ール等で連絡する 。   

 

mailto:zaisei@city.omaezaki.shizuoka.jp


（ ４ ） 留意事項  

ア． 見学日は、 土日祝日を除く 平日８ 時 15 分～17 時 00 分ま での間で行う 。  

イ ． 本市の通常業務や来庁者に支障のないよ う 留意する こ と 。  

ウ ． 資料や見学に必要なも のは各自用意する こ と 。  

エ． カメ ラ 等によ る 撮影は可能である が、 執務ス ペース 等は撮影に制限を設ける 場合があ 

  る 。  

オ． 現地見学時における 、 本業務に関する 質疑は受け付けない。  



大項目 配点 様式

10 添付２

10 添付３

10 添付３

10
添付１
添付６

10 添付７-1
10 添付７-1
10 添付７-2

10 添付８

価格評価 20 ー
200 ー

20

20

10

10

10

20

10

添付２

添付２

添付４-2

添付５-2

添付５-3

添付５-1

添付４-1・業務全体の適切なフロー、早期に工事を完了させるため
の工程の工夫を提案しているか。

・維持管理は保守メンテナンスに加えて、修理に係る材料
費、技術費、出張費が含まれるフルメンテナンス形式を提
案しているか。

機器の仕様

・市内業者の活用について具体的な提案をしているか。
市内業者の活
用

満点

 ・事業を継続する上で、財務状況は健全か。

・加入する保険など、リスクに対する対応方法について具
体的な提案をしているか。

・施工により与える行政運営への影響を最小限に留める
提案がされているか。

価格 見積金額 適切な見積金額を提案しているか。

独自提案 －

賃貸機器

受託候補者の
状況

・事業者、施工者、維持管理者、その他業務管理者の役
割、責任及び関係について、適切な体制図を提案してい
るか。（施設運営時）

・事業者、施工者、維持管理者、その他業務管理者の役
割、責任及び関係について、適切な体制図を提案してい
るか。（施設導入時）

業務の実施体
制

業務計画内容

・賃貸借期間の満了後、賃借者への空調機器の所有権
移転をする際に、できる限り健全性を担保した状態で引き
渡しができるよう長寿命化対策を提案しているか。

別表「審査基準表」

中項目 小項目 評価基準

類似事業の実
績

・過去 5 年以内に空調設備（官公庁発注）のリースによる
導入実績を有しており、十分な実施能力があるか。

技術評価

・耐震に関する機器の設置を提案しているか。

設計・施工業務
の実施方針

・故障時、迅速に対応し、安定的に空調機器が使用でき
る緊急体制を提案しているか。

地域活性化

・塩害対策を満たした空調機器を提案しているか。

維持管理業務
の実施方針

企業の健全性

・公募要領に記載していない独自の提案があるか。

・ランニングコストを削減する空調機器を提案しているか。


